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８ ユニバーサルデザイン 

（１）ユニバーサルデザインの考え方 

新市庁舎は、誰もが円滑に建物内外を移動でき、安心・安全かつ快適に施設・機能を利用できるよ

う、ユニバーサルデザインに十分配慮した建物とします。 

  設計にあたっては、「横浜市福祉のまちづくり条例」の適合基準を満たすとともに、特に、多くの

来館者が利用する低層部は、各種団体などからの意見を踏まえながらより望ましい水準で整備し、年

齢や文化、障害の有無にかかわらず、多様な人々が集い、憩える空間とします。 

また、車いす利用を考慮し、建物の全てのフロアにおいて、極力段差を設けない設計とします。 

 

（２）視覚障害者誘導用ブロック 

１階の総合案内及び３階の行政機能受付までの誘導を目的とし、主要な動線上に視覚障害者誘導用

ブロックを敷設します。主要動線上にある視覚障害者誘導用ブロックは、全てつながるよう計画し、

多様な移動ニーズに対応できる計画とします（次ページ参照）。 

ア 地下２階馬車道駅からの誘導 

  既存の馬車道駅コンコースからの視覚障害者誘導用ブロックと接続し、地下２階のエレベータ

ーへ誘導することを検討します。地下２階エレベーターからは、主に１階の総合案内又は１階に

あるエレベーター（３階の行政機能受付まで移動可能）へ誘導します。 

イ 栄本町線側からの誘導 

 ｑ 栄本町線側からの歩行者は、主に１階の総合案内又は３階の行政機能受付へ至る北側エレベ

ーターへ誘導します。歩道からの視覚障害者誘導用ブロックのつながりも意識し、円滑な誘導を

行います。 

  ウ 国道 133 号からの案内 

    国道 133 号からの歩行者については、３階の行政機能受付へ至る南側エレベーター又は１階の

総合案内へ誘導します。 

  エ ２階人道橋からの誘導 

    ２階で新市庁舎と接続する桜木町駅方面からの人道橋を使用する歩行者は、近接するエレベー

ターを経由し、１階の総合案内又は３階の行政機能受付へ誘導します。 

  オ その他 

    エスカレーター前及び視覚障害者用エレベーター前に注意喚起の視覚障害者誘導用ブロック

を敷設します。また、階段状になる部分に必要に応じて視覚障害者誘導用ブロックを敷設します。 
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３階平面図 2 階平面図 

エの誘導 




